
 

 

 

 

 

 

この５月は気温差が大きい日や雨模様の日が続き、体調管理が難しい毎日でしたが、来月からの土曜参観に向

けた取り組みや、ぱっとしない天気を吹き飛ばす元気で学習や生活に向かい合う姿がとても頼もしく、大きな成

長への期待感を高めます。 

今回の相談支援部だよりですが、「保育所等訪問支援事業」についての本校の流れについてお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請から実施までの流れ】 

 本事業の利用にあたっては、下記の流れで進めております。保護者様には、①②⑥の各手順で連絡や手続きを

行っていただきます（③④⑤⑦の各手順は本校、または、支援事業所の手続きになります）。 

 

裏面に、①②⑥の各手順の詳細をお示しいたします。 

相談支援部だより 
埼玉県立浦和特別支援学校 相談支援部 

 令和５年度 ５月号 

保育所等訪問支援とは？ 

 ・Ｈ２４に創設された改正児童福祉法に基づく福祉サービスで、児童発達支援や放課後等デイサービス

等と同じ「障害児通所支援」の一つ 

 ・保護者の申請により、市町村が受給者証を発行し、相談支援事業所が障害児支援利用計画を作成する

ことでサービスの運用が始まる 

【趣旨としては…】 

対象児童生徒が通っている保育所等に保育所等訪問支援事業の職員（保育士、児童指導員、作業

療法士、心理担当職など）が訪問し、集団生活への適応等をサポートする 



保護者様には、以下の手順で手続き等を行っていただきます。 

 

 以上が本事業を進める本校の流れとなります。今後、本事業をご利用される場合は、この流れに沿って担任

へご連絡ください。また、本事業は法に基づく福祉サービスとなりますので、ご不明点等はご契約されている

各支援事業所にお問い合わせください。 

①本事業の利用について相談 

 保護者様が支援事業所に本事業のご相談をされ

ることから始まります。 

②本校に本事業の利用についての報告 

 支援事業所とのご相談や契約等が進んだ後、本校に本

事業利用の旨をご報告ください。 

 ご報告をいただいた後、担任より「訪問支援事業利用

申請書」をお渡しします。ご記入の上、担任にご提出い

ただきます。 

 

 

 

～この後は、本校内での手続き 

（本事業利用の件の共有や連絡調整など）となります～    

 

⑥支援事業所に校内手続き完了の旨を報告 

 校内の手続きが完了しましたら、保護者様にその旨をご報告

いたします。この件を、保護者様から支援事業所にご連絡して

いただきます。 

これ以降の段取り（来校日時や支援内容の確認など）は、学

校と支援事業所が連絡を取り合って進めます。 

 

 


